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会社情報の開示・公表 
情報の流れ 

（会社情報の収集） 

当社 

（開示の要否・方法等の決定） 

（会社情報の開示・公表） 

取締役会 

必要に応じて 

開示の要否・方法等の検討 

※総務部にはＩＲ、法務機能が 
含まれています。 

経営会議 
社長・社長執行役員 

 
 
 

（開示・公表担当部門） 
総務部 

開示検討委員会 
委員長：情報取扱責任者 
（総務統括役付執行役員） 

稟議制度／重要会議 

総務部(※)／経理部 情報取扱責任者 
（総務統括役付執行役員） 
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決議・報告 

各スタッフ機能部門／各事業部門 


